
様式第１号 

福岡市新規創業促進補助金交付申請書兼同意書 

 

令和 ６年 ５月 10 日 

 福岡市長 宛て 

申請者 住所 
名前 

電話番号 

※住民票登録の住所、名前を記載してください。 

 法人登記を行うにあたり、福岡市新規創業促進補助金の交付を受けたいので、福岡

市新規創業促進補助金交付要綱第７条の規定により関係書類を添えて下記のとおり申請

します。 

１．交付申請額（a）      75,000  円 

（法人登記にかかる登録免許税 内訳） 

登録免許税 予定額（b）     150,000   円 

① 特定創業支援等事業による 
登録免許税軽減予定額     75,000    円 

② 交付申請額     75,000    円 

③ 自己負担予定額        0    円 

２．登記予定日    令和 ６年 ５月 30 日 

３. 添付書類 ・照会用名簿（様式第２号） 

４．同意・宣誓事項 ※同意事項をご確認いただき、該当の場合は□にチェックしてください。 

☑ 暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者ではありません。 

☑ 暴力団員等に該当しないことの確認のため、福岡県警察に照会を行うことに同意します。 

☑ 市税に係る徴収金（市税及び延滞金等）を滞納していません。 

☑ 
「市税に係る徴収金（市税及び延滞金等）に滞納がないこと」の確認にあたり、福岡市税務担当課に

市税等の課税及び納付状況について照会を行うことに同意します。 

☑ 事業を営んでいない個人又は開業届の提出日から５年を経過していない個人事業主です。 

☑ 
福岡市より経済産業省関係産業競争力強化法施行規則（平成 26 年経済産業省令第 1 号）第 7 条第 1

項の規定に基づく証明を受けた者です。 

☑ 
令和６年４月１日以降に、福岡市の証明を活用し登録免許税半額軽減を受けて新たに会社を設立す

る者です。 

☑ 新たに設立する会社の本社所在地を福岡市内にします。 

☑ 新たに設立する会社以外に、経営に携わっている会社はありません。 

☑ 申請内容に虚偽があった場合には、当該補助金の全部を市長に返還し、一切異議申し立てません。 

５．その他  ※内容をご確認いただきましたら、□にチェックしてください。 

☑ 福岡市からの事業進捗アンケートの回答に協力します。 

 

「２．登記予定日」より前の日付 

申請者の住所、氏名及び電話番号を記入 

●交付申請額（a）： 

今回申請する補助金額。 

株式会社設立の場合：75,000 円 

合同会社設立の場合：30,000 円 

と記載。 

 

●登録免許税予定額（ｂ）： 

特定創業支援等事業を活用して登録免許税軽減を

受ける前の本来の登録免許税額(資本金の 0.7%)を

記載。 

※（ｂ）＝① + ② + ③ 

 

(最低税額の場合) 

株式会社設立の場合：150,000 円 

合同会社設立の場合：60,000 円 

が最低税額です。 

」 

●①特定創業支援等事業による登録免許税軽減予定額： 

特定創業支援等事業を活用して軽減される予定額を記載。 

①＝（b）×1/2 

(最低税額の場合) 

株式会社設立の場合：75,000 円 

合同会社設立の場合：30,000 円 

と記載。 

 

●②交付申請額（a）： 

福岡市から交付される補助金額を記載。 

②＝（a） 

 

●③自己負担予定額： 

支払った登録免許税から、福岡市の補助金額を差し引いた自己負

担予定額を記載。 

③＝①－② 

登録免許税が最低税額の場合は、自己負担額は 0 円。 

 

※最低税額とは、「株式会社においては資本金が約 2,100 万円以下」、

「合同会社においては資本金が約 850 万円以下」の場合。 


